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平成２７年１２月２３日に金龍寺川付
近で現地立会いを行いました。

２－３ 施行区域の明確化

境界確定資料調査

※必要な資料を事務局で整理
していきます。

■境界確定の作業フロー

登記簿・公図調査

境界測量・作図

権利者選定・説明・調整

※権利者の皆様に個別に、
状況報告しご理解を頂きます。

現地立会い

※立会いのもとでご納得いただき、
決定した箇所に杭等を設置します。

境界確定

※作図した境界確定資料を再度ご確認頂き
ます。ご納得いただいたうえで、署名押
印をお願いします。これで境界確定作
業は完了となります。

２ 準備組合の活動状況
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試掘調査対象箇所の所有者の皆さんには、個別にご説明し、ご納得いただいたうえで、承

諾書にご捺印を頂きます。

農地の場合は、高槻市農業委員会と協議を行った結果、一時転用の手続きが必要となりま

したので、事務局でまとめて申請をいたします。対象箇所の所有者の皆さんには順次ご説明

にお伺いしますので、ご協力をよろしくお願いします。

【期間】平成２８年２月中旬～３月（予定）

【調査実施者】高槻市埋蔵文化財センター

【委託業者】東海アナース株式会社

【試掘の箇所※】 約１０箇所

【土地の所有者※】約１０名

※出土状況によって変動する可能性があり

ます。

２－３ 埋蔵文化財調査（試掘）
土地区画整理組合が行うこととなる埋蔵文化財調査（本掘）の範囲と、

これに必要な費用を算出することを目的に、試掘調査を行います。

２ 準備組合の活動状況

表土掘削 機械や人力により、
表土を除去します。

文化財調査
調査面に遺構等の
有無を調査します。

現状復旧
仮置きしていた表土で
丁寧に現状復旧を行い
ます。
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道路・公園・宅地の基本設計を行うとともに、各関係機関との協議を

進めてきました。

２－４ 基本設計

関係機関 協議時期 内容

高槻警察 Ｈ27.6～ 交差点位置、形状について

消防本部 Ｈ27.6～ 消火栓位置、防火水槽の配置について

道路管理者 Ｈ27.9～
道路幅員、舗装構成、道路照明の配置等に
ついて

下水道部局 Ｈ27.5～
桧尾川の計画高水位を踏まえた盛土地盤高
さについて、新設汚水管の考え方について、
雨水ポンプ場について

上水道部局 Ｈ27.6～ 新設水道管の配置等について

大阪ガス Ｈ27.11～ 新設ガスに係る施設設備の考え方について

２ 準備組合の活動状況
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２－４ 基本設計

２ 準備組合の活動状況

磐手橋

演習橋

各種調査、協議を基に作成した土地利用計画案

地区内の道路

既存幹線道路（なかみち）を活か
しながら、想定される土地利用に
あわせて配置します。また、地元
要望の高い里道のあり方について
は、今後も引き続き、位置等を検
討しています。

雨水対策

天井川である桧尾川の計画高水位
よりも地盤高を上げることにより、
浸水リスクが軽減できる造成計画
を検討しました。

地区内への交通動線

府道・市道との交差点については、
高槻警察や道路管理者との協議を
踏まえ、安全性や利便性が向上す
るように形状を検討しました。

※地区内の居宅や企業及び、農地の場所については、個々の意向を反

映したものではなく、確定したものではありません。

今後は、一括業務代行予定者の決定後、改めて土地利用のご意向を

反映させます。
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２－４ 基本設計

２ 準備組合の活動状況

土地利用計画案の考え方

※地区内の居宅や企業及び、農地の場所については、個々の意向を反

映したものではなく、確定したものではありません。

今後は、一括業務代行予定者の決定後、改めて土地利用のご意向を

反映させます。

施設
用地

・交通利便性を活かした製
造、物流業をはじめとし
た産業系の土地利用を図
ります。売却、借地、自
己活用を希望する組合員
の換地先、または保留地
を充当する方針です。

商業 ・日常生活品の購入など、
周辺住民の生活利便性の
向上を図ります。借地や
自己活用を希望する組合
員の換地先に充当する方
針です。

居宅
農地

・既存住宅の居住者が持続
的に安心して生活できる
良好な環境形成を図りま
す。

・持続的に営農でき、生産
性の向上につながるよう、
集約化と整形化、必要環
境の整備を図ります。

公園
緑地

・周辺住民の健康増進に資
する公園や周辺の自然と
ふれあえる散策路等を検
討しています。

磐手橋

演習橋
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２－４ 基本設計

工程（現時点での想定であり、一括業務代行予定者選定後、詳細な工程を策定・提示される予定です。）

名称／年度 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３

総会など

土地区画整理事業

法定手続き

誘致企業

事
業
完
了

本体工事

都市計画手続 認可

企業誘致 企業確定

建築工事

解散

※順調に合意形成が図られ、事業がスムーズに進んだ場合を想定しています。

２ 準備組合の活動状況

進捗に応じて、適宜、勉強会や総会等を開催するとともに、
皆さんのご意見をお伺いしながら進めていきます。

第
2
回
総
会

一
括
業
務
代
行
予
定
者
決
定

準備工

組合設立

事
業
計
画
の
決
定

本日

測量・調査設計

第
3
回
総
会

第
4
回
総
会

第
1
回
総
会
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■土地区画整理事業の不安
①保留地が処分できるのか
②必要となる事業資金の調達が
できるのか

③事業が確実に進んでいくのか ■一括業務代行方式を採用するメリット
①業務代行者が保留地を取得することで、
保留地処分のリスク軽減

②民間の資金力を活用することで、借入
金を軽減

③民間の豊富な経験とノウハウによる、
円滑な事業推進

④工事の一括請負により工事費の軽減や
事業期間の短縮

⑤土地の造成と施設建築をほぼ同時期に
実施できることで、まちづくり効果を
早期に発現

一括業務代行方式による地権者の費用負担
リスクの軽減を大和ハウス企業体が提案

住宅・農地・企業用地をそれぞれふさわしい場所に配置するには土地区画整理事業が最適

一括業務代行予定者を選定し、さらなる事業推進を図ることが必要

■まちづくりの不安
①借地・売却と目的に応じた
土地の処分

②まちづくり効果の早期発現

２ 準備組合の活動状況

３－１ 一括業務代行者の必要性
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３－２ 一括業務代行方式によるまちづくりの進め方

３ 一括業務代行予定者について

平成25年8月設立 平成27年3月設立

地元
組織

成合南地区

土地利用協議会

成合南

土地区画整理準備組合

(仮称)成合南

土地区画整理組合

民間
企業

事業化検討パートナー 一括業務代行予定者 一括業務代行者

選定
方法

公募 公募 予定者の移行を予定

業務
内容

①協議会と一緒に土地利用

を検討

②民間企業のノウハウ導入

③進出企業のニーズを把握

(業種、想定敷地と価格帯)

①準備組合の事務局運営

②土地区画整理事業計画の策定

③土地の利活用と企業誘致に関

するトータルコーディネート

④組合員の事業同意の取得

（売却単価、借地単価）

⑤検討資金の立替

⑥その他組合設立に必要な業務

①組合の事務局運営

②調査設計、道路等の整備工

事、保留地処分

③土地の利活用の実施

④組合員への理解促進活動

⑤事業資金の立替

⑥その他、土地区画整理事業

に必要な業務
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